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（証券コード　7604）

平成30年12月３日

株 主 各 位

福 岡 県 久 留 米 市 天 神 町 1 4 6 番 地

代表取締役社長兼ＣＯＯ 本 多 裕 二

第39回　定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第39回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合には、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよう

お願い申し上げます。

［書面による議決権行使の場合］

　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年12月18日（火曜日）午後

５時までに到着するようにご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］

　当社の指定する議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただき、同封

の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内

に従って、平成30年12月18日（火曜日）午後５時までに議案に対する賛否をご入力ください。

　なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、３頁の【インターネットによる議決権行

使のお手続きについて】をご確認いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日 時 平成30年12月19日（水曜日）午前10時

２．場 所 福岡県久留米市六ツ門町16－１

ホテルニュープラザ久留米　３階　筑紫の間

３．会議の目的事項

報告事項 １．第39期（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の

件

２．第39期（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）計算書類監査結果

報告の件

－ 1 －
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決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款の一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上

げます。

◎なお、本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書

類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.umenohana.co.jp/）において掲

載させていただきます。
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【インターネットによる議決権行使のお手続きについて】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願

い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不

要です。

記

１．議決権行使サイトについて

（１）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権行使サ

イト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただ

し、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）

（２）インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定され

ている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のイ

ンターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

（３）インターネットによる議決権行使は、平成30年12月18日（火曜日）の午後５時まで受け付けいたします

が、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

 (１) 議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権行使書用紙に記載された「ログイ

ンID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

（２）株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、

ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますので

ご了承ください。

（３）株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

（１）書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の

内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

（２）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、 後に行使された内容を有効とさせ

ていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担と

なります。

以　上

システム等に関するお問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

・電話　0120-173-027（受付時間　9:00～21:00、通話料無料）

－ 3 －
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（提供書面）

事　業　報　告

（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 企業集団の事業の経過及びその成果

　当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果

もあり緩やかな回復基調にあるものの、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済

の不確実性、金融資本市場の変動、さらには相次ぐ自然災害の経済に与える影響に十分留意す

る必要がある中で推移いたしました。

　このような状況のもと、当社グループは自然災害等に対するリスクの分散及び中長期的な出

店並びに物流の効率化を見据えた京都セントラルキッチン（京都府綴喜郡井手町）を平成30年

８月に竣工し、平成30年９月より稼働開始いたしました。

　また、平成28年10月に完全子会社化した株式会社丸平商店の製品をグループ会社へ供給開始

し、平成29年４月に完全子会社化した株式会社すし半へ当社セントラルキッチンの製品を供給

開始する等、相乗効果の創出による収益力の強化に取り組みました。

　さらに、主に設備投資等に充当する事を目的として、平成30年６月に新株式の発行及び自己

株式の処分、平成30年７月に第三者割当増資を行い、資金調達を実施いたしました。これらに

伴う株主様の増加が、お客様の増加に繋がるものと考えております。

　テイクアウト店におきましては、人員不足への対応、運営効率の向上等を目的とする組織体

制の構築を図り、平成30年４月より古市庵と梅の花の両店が出店している百貨店及びその近隣

地区の一部店舗において共同運営を開始いたしました。

　しかしながら平成30年６月の大阪府北部地震、平成30年７月の西日本豪雨、平成30年９月の

台風上陸等、相次ぐ自然災害により多数の店舗が休業し業績に影響を及ぼしました。

　店舗の出店及び退店につきましては、外食事業３店舗出店及び１店舗退店、テイクアウト事

業６店舗出店及び８店舗退店により、当期末の店舗数は、284店舗となりました。

　以上の結果、平成29年４月に株式会社すし半を完全子会社化した効果もあり、当連結会計年

度の売上高は、326億47百万円（前期比104.0％）となり、営業利益は３億90百万円（前期比

124.4％）、経常利益は２億70百万円（前期比101.2％）、親会社株主に帰属する当期純利益は

10百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失４億14百万円）となりました。

　セグメント別の業績は次のとおりであります。

　なお、当期より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前期比較につきましては、前

期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

－ 4 －
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（外食事業）

　「湯葉と豆腐の店 梅の花」・「かに料理専門店 かにしげ」・「チャイナ梅の花」におきま

しては、毎月12日の「豆富の日」に加え、感謝祭や創業祭、梅の花まつり等の企画を実施いた

しました。また、梅の花が発行するポイントカード（梅の花Ｕカード）の積極的な入会案内や、

ＬＩＮＥ＠の友だち追加登録等を推進し、登録されたお客様への企画のご案内や特典の提供を

する事により、来店頻度の向上に取り組みました。さらに、トレーナー制度を導入し、スタッ

フの教育トレーニングを強化することでＱＳＣ（品質・サービス・清潔さ）の向上に取り組ん

でおります。

　「和食鍋処 すし半」におきましては、老朽化した店舗の改装や全店に喫煙ルームを設置する

等の設備を整え、すし半が掲げる経営方針の「原点回帰を念頭に、第二創業の展開を図る」に

基づき、鍋料理を充実させた内容へメニューを変更し、顧客満足度の向上に努めました。また、

全店に物品販売の強化を図るべく新たに物販スペースを設け、売上の底上げに注力しておりま

す。さらに、平成30年４月より株式会社ＮＴＴドコモが運営するｄＰＯＩＮＴ　ＣＬＵＢの加

盟店となり、幅広い顧客層の獲得に向けた取り組みを開始いたしました。

　また、気軽に梅の花の食事を楽しめるカジュアルダイニング「食のつむぎ 梅の花」におきま

しては、２号店を平成29年10月に名古屋市中村区、３号店を平成29年11月に神奈川県海老名市

に出店いたしました。

　以上の結果、外食事業の売上高は190億５百万円（前期比105.5％）、セグメント利益９億26

百万円（前期比123.0％）となりました。

　店舗数につきましては、梅の花は１店舗出店及び１店舗退店し75店舗、チャイナ梅の花３店

舗、かにしげ３店舗、すし半13店舗、その他店舗は食のつむぎが２店舗出店し８店舗、外食事

業の全店舗数は102店舗となりました。

（テイクアウト事業）

「古市庵テイクアウト店」におきましては、毎月定期的に行っている「手巻寿司の日」に加

え、おせちや節分、ひな祭り及び創業祭等、イベントや季節に合わせた企画を実施いたしまし

た。また、髙島屋各店において開催された「美しき氷上の妖精 浅田真央展」の企画として、

浅田真央さんがプロデュースした期間限定おむすびの「まおむすび」を一部店舗で販売すると

ともに、社内のメニューコンテスト受賞商品を販売する等の取り組みを行ったことや、ＴＶ番

組に商品が取り上げられたこともあり、新規顧客の獲得に繋がりました。

「梅の花テイクアウト店」におきましては、毎月定期的に行っている「豆腐の日」や「ふわ

ふわの日」等に加え、おせち、節分及びひな祭り等、季節のイベントに合わせた企画の実施、

さらに毎月お薦め商品を設定し、お客様にご案内することで売上の向上に努めました。

また、古市庵・梅の花両テイクアウト店における相乗効果の創出に向けた取り組みとして、

平成30年３月出店の古市庵国分寺丸井店（東京都国分寺市）にて、コラボレーション商品「湯

葉五目煮入り海老穴子上巻」の販売を開始し、他店におきましても弁当等の展開を進めており

ます。

－ 5 －
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以上の結果、テイクアウト事業の売上高は120億１百万円（前期比100.2％）、セグメント利

益４億54百万円（前期比101.5％）となりました。

店舗数につきましては、古市庵テイクアウト店は２店舗出店及び６店舗退店し127店舗、梅の

花テイクアウト店は４店舗出店及び２店舗退店し49店舗、その他店舗は６店舗、テイクアウト

事業の全店舗数は182店舗となりました。

（外販事業）

　外販部門におきましては、京都セントラルキッチンの稼働により増加する製造能力を 大限
に活用できるよう、製造部門との連携強化に向けた取り組みを開始いたしました。また、既存
の梅の花グループの商品に限らずお取引先様からの要望にあわせた商品開発に取り組み、販売
アイテムを増やし売上の底上げを図りました。
　株式会社丸平商店におきましては、平成29年12月に牡蠣フライの生産ラインを増設し、今後
の更なる販売強化や当社グループ内における相乗効果に向けて取り組みました。
　以上の結果、外販事業の売上高は16億40百万円（前期比117.4％）となりましたが、牡蠣の市
況の悪化に伴い、セグメント損失１億19百万円（前期はセグメント損失18百万円）となりまし
た。

（セグメント別売上高）

（単位：千円）

期　　　別

セグメント別

第　38　期
平成28年10月１日から
平成29年９月30日まで

第　39　期
平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで

売 上 高 売 上 高

外 食 事 業 18,023,390 19,005,837

テ イ ク ア ウ ト 事 業 11,973,469 12,001,090

外 販 事 業 1,397,786 1,640,783

合 計 31,394,646 32,647,711

（注）セグメント間取引については、相殺消去しております。

(2) 企業集団の設備投資の状況

　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、36億６百万円（敷金及び保証金を含む）であり、

その主なものは、京都セントラルキッチン建設による25億29百万円、外食事業における店舗の新

規出店等による４億26百万円、外食事業における店舗の改装・改修工事等による２億81百万円、

テイクアウト事業における店舗の新規出店等による51百万円であります。

－ 6 －
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(3) 企業集団の資金調達の状況

　当連結会計年度の資金調達につきましては、平成30年６月25日を払込期日とする公募による新

株式570,000株の発行及び自己株式430,000株の処分により26億66百万円の資金を調達いたしまし

た。

　また、平成30年７月25日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに

関連した第三者割当増資により３億99百万円の資金を調達いたしました。

　さらに、京都セントラルキッチンの建設における資金ニーズへの対応と、低金利での調達環境

を活かし安定した資金を確保するため金融機関より総額11億50百万円の資金を調達いたしました。

　なお、その他の資金調達につきましては、金融機関からの借入による経常的な資金調達であり

ます。

(4) 企業集団の対処すべき課題

　当社グループは、引き続き経済情勢・個人消費の動向に留意し、業績向上に邁進していく所存

であります。

①　外食事業

　ポイントカード会員様の来店履歴やご注文されたメニュー等のデータに基づき、きめ細かな

ターゲティングによる効率の良いＤＭ発送等、既存顧客の来店頻度の増加に取り組むとともに、

他社のポイントカードとの連携及びＳＮＳの活用等による新規顧客の獲得にも取り組んでまい

ります。

　出店につきましては、出店先の立地条件、賃借条件及び店舗の採算性等を勘案した上で、顧

客分布や商圏分析に基づき、未出店エリアのみならず認知度を上げることを目的とした出店候

補地選定並びに新規業態の積極的出店に取り組んでまいります。

②　テイクアウト事業

　古市庵テイクアウト店につきましては、巻寿司及びいなり寿司を中心に、季節限定商品の開

発や、異業種とのコラボレーションによる新商品の開発等、こだわりの商品を提供してまいり

ます。

　梅の花テイクアウト店につきましては、化学調味料不使用の「名物とうふしゅうまい」等、

お客様の健康志向に応える商品の開発を積極的に行い、取り扱い品目を増やしてまいります。

　また、人手不足、 低賃金の上昇及び配送費の高騰への対応に向け、古市庵と梅の花の共同

運営を推進しております。

　出店につきましては、乗降客数の多い駅近隣及び大手ショッピングセンター等への新規出店、

加えて古市庵と梅の花の共同出店についても進めてまいります。

③　外販事業

　前期に引き続き、セントラルキッチンの製造能力の活用、ブランド価値及び認知度の向上を

目的とした梅の花及び古市庵ブランドの商品の販売、丸平商店製造の牡蠣フライ等の水産加工

品の販売を強化してまいります。

－ 7 －
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④　製造・物流

　製造につきましては、店舗調理作業の削減のみならず、味・品質の安定を図るため、セント

ラルキッチンによる製造の比率を高めるべく、商品開発を継続してまいりますとともに、機械

化・自動化等による生産性の向上を図り、コスト削減に取り組んでまいります。

　また、京都府綴喜郡井手町にセントラルキッチンを新設したことに伴い、食中毒や自然災害

等に対するリスクの分散及び配送コストの削減、加えて生産規模の拡大に取り組んでまいりま

す。

　物流につきましては、製造品目の見直しによるセントラルキッチン間の商品移動の削減、出

荷時間や配送方法を見直すことにより、物流コストの削減に努めてまいります。

⑤　人材の確保

　当社グループの事業において円滑な運営を継続するためには、短時間労働者を含めた人材の

確保及び育成が重要な課題となります。当社グループでは、新卒の採用活動だけでなく中途社

員・在留外国人の採用等、人材の確保に注力してまいります。また、長時間労働を防ぐために

定休日を設定する等の労働時間の適正な管理、給与体系や資格手当等の見直し、従業員の結婚・

出産・子育てへの対応等、働きやすい環境の整備に取り組んでまいります。

　一方、当社では外国人技能実習生を積極的に受け入れることで、当社の事業に協力いただく

とともに、「人づくり」を通じて各国の経済発展へ貢献してまいります。

⑥　その他

　当社グループは、タイ・バンコクにおいて子会社ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）

ＣＯ．，ＬＴＤ.が豆乳・豆腐等の製造、関連会社ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ　Ｓ＆Ｐ　ＣＯ．，ＬＴ

Ｄ.が「和　梅の花」及び「Ｕｍｅｎｏ　Ｃａｆé」の運営を行っております。今後の海外にお

ける事業展開につきましては、現地の経済状況、インフラ等の環境整備等総合的に勘案し、慎

重に行ってまいります。

　また、企業規模の拡大や業務効率の向上のため、Ｍ＆Ａを行い子会社化した４社の特徴を生

かした相乗効果の創出に向けた取り組みを強化するとともに、Ｍ＆Ａに伴う投資の回収に取り

組んでまいります。

　さらに、長期安定収益の確保を目的として、Ｍ＆Ａで取得した土地及び既存の保有資産の有

効活用に取り組んでまいります。

－ 8 －
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(5) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

期　別

　区　分

第 36 期
平成26年10月１日から

平成27年９月30日まで

第 37 期
平成27年10月１日から

平成28年９月30日まで

第 38 期
平成28年10月１日から

平成29年９月30日まで

第 39 期
平成29年10月１日から

平成30年９月30日まで

売 上 高（百万円） 29,410 29,398 31,394 32,647

経 常 利 益（百万円） 119 60 267 270

親会社株主に帰属す
る当期純利益又は
当 期 純 損 失 ( △ )

（百万円） △52 96 △414 10

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

（円） △7.09 13.51 △60.50 1.51

総 資 産（百万円） 21,159 26,818 28,421 30,637

純 資 産（百万円） 6,930 5,724 5,495 8,671

自 己 資 本 比 率（％） 32.8 21.3 19.3 28.3

（注）１株当たり当期純利益又は純損失は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

(6) 重要な子会社の状況（平成30年９月30日現在）

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 梅 の 花 サ ー ビ ス 西 日 本 10,000千円 100.0％ 飲 食 店 経 営

株 式 会 社 梅 の 花 サ ー ビ ス 東 日 本 10,000千円 100.0％ 飲 食 店 経 営

株 式 会 社 梅 の 花 ｐ ｌ ｕ ｓ 3,000千円 100.0％ テ イ ク ア ウ ト 店 経 営

株 式 会 社 古 市 庵 10,000千円 100.0％ テ イ ク ア ウ ト 店 経 営

株 式 会 社 丸 平 商 店 10,000千円 100.0％ 水産加工品の製造販売

ヤ  マ  グ  チ  水  産 　 株  式  会  社 10,000千円 100.0％ 水産加工品の製造販売

株 式 会 社 グッドマークトレーディング 10,500千円 100.0％ 水 産 加 工 品 の 販 売

株 式 会 社 す し 半 1,000千円 100.0％ 飲 食 店 経 営

－ 9 －
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(7) 企業集団の主な事業内容（平成30年９月30日現在）

区 分 事 業 内 容

外 食 事 業
「湯葉と豆腐の店 梅の花」や鍋料理・寿司・丼物・お膳等を提供する和食
レストラン「和食鍋処 すし半」を主とした飲食店の経営

テ イ ク ア ウ ト 事 業
百貨店等で寿司を中心に販売する「古市庵テイクアウト店」や梅の花の商品
や季節の食材を使った惣菜を主に販売する「梅の花テイクアウト店」の経営

外 販 事 業 水産加工品の製造販売、梅の花及び古市庵ブランドの商品販売

(8) 企業集団の主要な事業所及び工場（平成30年９月30日現在）

①　当社の主要な事業所及び工場

本 社 　福岡県久留米市天神町146番地

久 留 米 セ ン ト ラ ル キ ッ チ ン 　福岡県久留米市

京 都 セ ン ト ラ ル キ ッ チ ン 　京都府綴喜郡井手町

大 阪 セ ン ト ラ ル キ ッ チ ン 　大阪市旭区

佐 野 セ ン ト ラ ル キ ッ チ ン 　栃木県佐野市

②　子会社の主要な事業所

株 式 会 社  梅 の 花 サ ー ビ ス 西 日 本 　大阪市旭区

株 式 会 社  梅 の 花 サ ー ビ ス 東 日 本 　大阪市旭区

株 式 会 社  梅 の 花 ｐ ｌ ｕ ｓ 　大阪市旭区

株 式 会 社  古 市 庵 　大阪市旭区

株 式 会 社  丸 平 商 店 　山口県山口市

ヤ マ グ チ 水 産  株 式 会 社 　山口県山口市

株 式 会 社  グッドマークトレーディング 　福岡県久留米市

株 式 会 社  す し 半 　大阪市旭区

－ 10 －
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③　営業店

業 態 別 営業店舗数 都 道 府 県 別

湯葉と豆腐の店 梅 の 花 75

北 海 道 １店 宮 城 県 １店 福 島 県 １店

茨 城 県 １店 埼 玉 県 ３店 千 葉 県 ４店

東 京 都 15店 神 奈 川 県 ４店 新 潟 県 １店

富 山 県 １店 石 川 県 １店 福 井 県 １店

岐 阜 県 １店 静 岡 県 ２店 愛 知 県 ４店

三 重 県 １店 滋 賀 県 １店 京 都 府 ２店

大 阪 府 ７店 兵 庫 県 ２店 奈 良 県 １店

岡 山 県 １店 広 島 県 ２店 愛 媛 県 １店

福 岡 県 ９店 佐 賀 県 ２店 長 崎 県 ２店

熊 本 県 １店 大 分 県 １店 鹿 児 島 県 １店

チ ャ イ ナ  梅  の  花 ３ 福 岡 県 ２店 佐 賀 県 １店

かに料理専門店 かにしげ ３ 神 奈 川 県 １店 福 岡 県 １店 佐 賀 県 １店

和 食 鍋 処  す し 半 13 大 阪 府 11店 兵 庫 県 ２店

そ の 他 外 食 ８
神 奈 川 県 １店 愛 知 県 １店 大 阪 府 ３店

福 岡 県 ２店 佐 賀 県 １店

古 市 庵 テ イ ク ア ウ ト 店 127

宮 城 県 ２店 福 島 県 １店 茨 城 県 １店

群 馬 県 １店 埼 玉 県 ５店 千 葉 県 ５店

東 京 都 30店 神 奈 川 県 17店 富 山 県 １店

石 川 県 １店 岐 阜 県 １店 静 岡 県 １店

愛 知 県 ８店 滋 賀 県 ２店 京 都 府 ３店

大 阪 府 15店 兵 庫 県 ７店 奈 良 県 ２店

和 歌 山 県 １店 鳥 取 県 ２店 岡 山 県 １店

広 島 県 ２店 山 口 県 ２店 徳 島 県 １店

愛 媛 県 １店 福 岡 県 ８店 長 崎 県 ２店

大 分 県 ２店 宮 崎 県 １店 鹿 児 島 県 １店

梅 の 花 テ イ ク ア ウ ト 店 49

宮 城 県 １店 茨 城 県 １店 埼 玉 県 １店

千 葉 県 １店 東 京 都 13店 神 奈 川 県 ５店

富 山 県 １店 石 川 県 １店 静 岡 県 ２店

大 阪 府 ９店 兵 庫 県 ３店 奈 良 県 １店

岡 山 県 １店 広 島 県 １店 山 口 県 ２店

愛 媛 県 １店 福 岡 県 ４店 鹿 児 島 県 １店

そ の 他 テ イ ク ア ウ ト 店 ６ 広 島 県 １店 福 岡 県 ３店 佐 賀 県 ２店

合 計 284

－ 11 －
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(9) 企業集団の従業員の状況（平成30年９月30日現在）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

696名 19名減 37.5歳 11.0年

（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．従業員数には臨時従業員の当連結会計年度末における平均雇用人員（3,626名）は含まれており

ません。

(10) 企業集団の主要な借入先（平成30年９月30日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 5,339,988千円

株 式 会 社 福 岡 銀 行 4,395,012

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 2,684,438

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,460,048

－ 12 －
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２．会社の株式に関する事項（平成30年９月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 20,700,000株

(2) 発行済株式の総数 8,007,523株（自己株式201,677株を除く）

(3) 株主数 19,539名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

梅 野 重 俊 469,200株 5.85％

梅 　 野 　 久 美 恵 377,600 4.71

エイチ・ツー・オー　リテイリング株式会社 374,500 4.67

株 式 会 社 フ ジ オ フ ー ド シ ス テ ム 370,000 4.62

株 式 会 社 梅 野 企 画 242,800 3.03

麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 201,300 2.51

株 式 会 社 トーホーフードサービス 128,000 1.59

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 96,000 1.19

梅 の 花 社 員 持 株 会 67,400 0.84

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 45,600 0.56

（注）１．当社は、自己株式を201,677株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式数を除外して計算し、小数第３位以下を切り捨てて表示しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 事業年度の末日において当社役員が保有している当社の新株予約権等

　該当事項はありません。

(2) 事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等

　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 13 －
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（平成30年９月30日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長兼ＣＥＯ 梅 野 重 俊 U M E N O H A N A  U S A  I N C .  C E O

代表取締役社長兼ＣＯＯ 本 多 裕 二 U M E N O H A N A ( T H A I L A N D ) C O . , L T D .  C E O

取 締 役 相 談 役 梅　野　久美恵

取 締 役 執 行 役 上 村 正 幸
管 理 本 部 長
株 式 会 社 す し 半 　 代 表 取 締 役 Ｃ Ｏ Ｏ

取 締 役 執 行 役 村 山 芳 勝
購 買 部 長
株 式 会 社 丸 平 商 店 　 代 表 取 締 役 Ｃ Ｏ Ｏ
ヤ マ グ チ 水 産 株 式 会 社 　 代 表 取 締 役 Ｃ Ｏ Ｏ

取 締 役 執 行 役 鬼 塚 崇 裕
経 営 計 画 室 長
株 式 会 社 古 市 庵 　 代 表 取 締 役 Ｃ Ｏ Ｏ

取 締 役
（監査等委員・常勤）

山 本 　 治

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

森 　 忠 嗣
エ イ チ ・ ツ ー ・ オ ー  リ テ イ リ ン グ
株 式 会 社 　 取 締 役 常 務 執 行 役 員

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

荒 木 　 勝 株 式 会 社 名 村 造 船 所 　 社 外 監 査 役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

藤 本 宏 文 株 式 会 社 シ テ ィ ア ス コ ム 　 代 表 取 締 役

（注）１．取締役(監査等委員)森　忠嗣氏及び取締役（監査等委員）荒木　勝氏並びに取締役（監査等委

員）藤本　宏文氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）森　忠嗣氏は、企業経営の豊富な経験があり、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有するものであります。

３．取締役（監査等委員）荒木　勝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。

４．取締役（監査等委員）藤本　宏文氏は、銀行での職務経験があり、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有するものであります。

５．監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本　治氏を常勤の監査等委員とし

て選定しております。

６．当事業年度中の取締役の地位及び担当の異動は、次のとおりです。

・代表取締役会長兼社長梅野　重俊氏は、平成30年９月１日付で代表取締役会長兼社長から代

表取締役会長兼ＣＥＯに就任いたしました。

・取締役専務執行役本多　裕二氏は、平成30年９月１日付で取締役専務執行役から代表取締役

社長兼ＣＯＯに就任いたしました。

・取締役執行役上村　正幸氏は、平成29年10月１日付で株式会社すし半の代表取締役ＣＯＯに

就任いたしました。

－ 14 －
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・取締役執行役村山　芳勝氏は、平成30年９月１日付で株式会社丸平商店の代表取締役ＣＯＯ
及びヤマグチ水産株式会社の代表取締役ＣＯＯに就任いたしました。

・取締役執行役鬼塚　崇裕氏は、平成29年10月１日付で株式会社古市庵の代表取締役ＣＯＯに
就任いたしました。

７．取締役（監査等委員）荒木　勝氏及び藤本　宏文氏につきましては、東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

８．当社は社外取締役である森　忠嗣氏、荒木　勝氏及び藤本　宏文氏との間で、会社法第423条第

１項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

(2) 役員の報酬等の総額
当事業年度に係る報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額 摘 要

取 締 役

(監査等委員を除く)
６名 120,250千円

取 締 役

( 監 査 等 委 員 )
４名 13,800千円 うち、社外３名、7,800千円

合 計 10名 134,050千円

（注）取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。

(3) 社外役員の状況

区 分 氏 名 他の法人等の重要な兼職の状況 主 な 活 動 状 況

取 締 役

(監査等委員)
森 　 忠 嗣

エイチ・ツー・オー　リテイリ

ング株式会社

取締役常務執行役員

当事業年度開催の監査等委員会14回

中14回（100％）、取締役会18回中18

回（100％）出席し、財務に関する事

項について、必要な発言を適宜行って

おります。

取 締 役

(監査等委員)
荒 木 　 勝

株式会社名村造船所

社外監査役

当事業年度開催の監査等委員会14回

中14回（100％）、取締役会18回中18

回（100％）出席し、財務に関する事

項について、必要な発言を適宜行って

おります。

取 締 役

(監査等委員)
藤 本 宏 文

株式会社シティアスコム

代表取締役

当事業年度開催の監査等委員会14回

中14回（100％）、取締役会18回中18

回（100％）出席し、経営に関する事

項について、必要な発言を適宜行って

おります。

（注）１．エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社は当社の大株主であり、当社は同社と資本・業務提

携契約を締結しております。

２．株式会社名村造船所と当社との間には、重要な取引等の関係はありません。

３．株式会社シティアスコムと当社との間には、重要な取引等の関係はありません。

－ 15 －

会社役員に関する事項
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(4) 執行役員の氏名等

　当社は執行役員制度を導入しております。

　執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

氏 名 担 当

堤 淳
建 築 開 発 部 長

株式会社梅の花ｐｌｕｓ　代表取締役ＣＯＯ

神 部 　 修 製 造 本 部 長

５．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

　有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の

利益の合計額
30,300千円

（注）１．当社監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツの報酬について、会計監査人としての業務

内容、監査体制等を考慮した結果、上記の金額は相当であると判断しこれに同意しました。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく

監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度

に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

　当社は会計監査人に対して、新株式の発行及び自己株式の処分に伴うコンフォートレター作成

業務についての報酬を支払っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、

監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後 初に招集される株主総会におきまして、会計監

査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

　また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、監査等

委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし

ます。

－ 16 －
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６．会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

　当社及びグループ会社は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハ並びに会社法施行規則第

110条の４第１項及び同第110条の４第２項に基づき、当社及びグループ会社が業務を適正且つ効

率的に行うことを確保するために、内部統制システムの整備を図っております。

①　当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

ア．当社及びグループ会社はコンプライアンスをあらゆる企業活動の前提と認識し、『梅の花

企業行動憲章』及び『コンプライアンス規程』を制定する。

イ．取締役の中からコンプライアンスの統括責任者としてＣＣＯ（Chief Compliance 

Officer）を選任し、各部門長をコンプライアンス責任者とした、コンプライアンス委員会

を設置する。

ウ．コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する基本方針を審議検討するとともに、

当社及びグループ会社の役員及び従業員に対する継続的な教育、各部門への指示等を行い、

各人の意識向上を図る。

エ．取締役及び監査等委員並びにコンプライアンス責任者は、コンプライアンス上の問題を発

見した場合は、速やかにＣＣＯに報告する。また、公益通報者の秘密管理性を確保し、不

正行為の早期発見と是正を図る。

オ．内部監査室を設置し、当社及びグループ会社への業務監査及び会計監査を実施し、コンプ

ライアンス上のリスク管理の継続的な内部監査を行う。

カ．コンプライアンス違反等の行為については、原因追及、再発防止に努めるとともに、責任

を明確にしたうえで、厳正な処分を行う。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ア．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、『文書管理規程』

を制定し、適切に保存・管理を行う。

イ．取締役の職務の執行に係る以下の情報については、文書または電磁的記録により適切に保

存・管理を行う。

・株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録及びその関連資料

・各種委員会その他重要会議の議事録及びその関連資料

・稟議書及びその他重要な社内決裁書類

・会計帳簿、計算書類、重要な契約書、官公庁その他公的機関等に提出した書類の写し等

その他重要文書

－ 17 －

会社の体制及び方針
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③　当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する体制

ア．当社及びグループ会社の人的損失、財産損失、事業への影響、賠償責任に関わるもの、企

業ブランドに関わるもの等は、事業活動及び一般社会への影響が予測されるため、代表取

締役社長兼ＣＯＯを委員長とした危機管理委員会を設置し、法令・社内規程を遵守する体

制の構築を図る。

イ．重大な支障が生じる可能性の高いものについては、危機管理委員会にて対応する。危機管

理委員会の活動状況は、取締役会にて報告され、リスク情報の共有化を図り重大なリスク

を軽減する。また、災害時の情報システムや役職員等の安否確認システムの整備も図る。

④　当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ア．当社の取締役会は原則月１回の定例会を開催し、重要事項の決議及び報告、業務執行状況

の監督を行う。

イ．意思決定と業務執行の迅速化、事業運営の徹底、経営効率の向上、企業理念の確立を図る

ことを目的に、執行役員制度を導入している。なお、当社執行役員は、３ヶ月に１回以上、

自己職務の執行の状況を報告するため、定例取締役会に出席する。

ウ．当社及びグループ会社は『職務権限規程』を制定し、重要事項については、各取締役が同

規程に従い決裁を行い、軽微なものについては、権限委譲された下位職者がその責任にお

いて決裁し、取締役の職務の効率確保、決裁の合理性及び妥当性確保を確立する。

⑤　当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ア．グループ会社の経営状況につき月に１回、担当する取締役は当社の取締役会への報告を義

務付け、各グループ会社の経営情報の共有化を図るとともに、業務執行状況の把握による

管理、指導に努める。そのために月２回グループ経営会議を開催し、グループ会社間の情

報共有を図る。

イ．グループ会社の社長制を廃止し、代表取締役を 高執行責任者（ＣＯＯ＝Chief 

Operations Officer）とする。尚、グループ会社ＣＯＯは、３ヶ月に１回以上、自己職務

の執行の状況を報告するため、定例取締役会に出席する。

－ 18 －

会社の体制及び方針
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ウ．当社及びグループ会社の経営効率の向上、経営理念の統一化を図るため、また、相互に綿

密な連携のもと、経営を円滑に遂行し梅の花グループとして総合的に事業の発展を遂げる

ために、『関係会社管理規程』を制定し、グループ会社における業務の適正を確保する。

エ．『関係会社管理規程』に基づき、各社の自主性を尊重しつつ、グループ会社に対する主管

部署を設置し、グループ会社の経営状況を把握し、グループ会社の重要なリスクの早期発

見及び早期解決を図り、経営管理及び支援を実施する。

オ．グループ会社への人的支援及び資金的支援を通じ、当社との連携を強化し、グループ会社

の経営全般の指導、支援、管理の実効性を高めるとともに、グループ各社へ当社の取締役

または執行役員を派遣し、業務を担当する取締役の職務執行の監督を行う。

カ．当社の各管理部門により、グループ会社の経理業務、人事業務、総務業務、購買業務、品

質管理業務等の管理業務を一括して代行処理し、日常的に不正の発生を未然に防ぐ。

キ．経営計画室は、グループ全体の基本方針を策定し、各社を統括するとともに、各グループ

会社と相互連携し、情報の共有を図る。

ク．コンプライアンス委員会は、グループ会社の統一した内部通報制度を構築する。また、内

部通報制度は社外機関にも担当窓口を設置することで公益通報者の秘密管理性を確保する。

ケ．『コンプライアンス規程』に基づき、「食の安全プロジェクト（グループ会社の各部門か

ら委員を選任）」を設置し、２週間に１回以上会議を開催し各委員より報告を受け、当社

グループ全体の食品の品質情報を正確に管理し、食品事故の防止を図る。

コ．内部監査室は、グループ会社における内部監査を計画的に実施し、グループ会社の業務全

般にわたる活動及び制度を公正な立場で評価し、その改善を促す。

⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項並びに当該使用人の取締役か

らの独立性に関する事項

ア．当社は、監査等委員会の監査の実効性を高め、且つ監査機能が円滑に遂行されるため、監

査等委員会より、その職務を補助すべく使用人を置くことを求められた場合、監査等委員

会の業務を補佐する期間、必要人数を確認し、適任者を選定し、監査等委員会の承認のう

えで当該使用人を任命する。

イ．当該使用人は、他役職を兼務することは妨げないが、監査等委員会より専任すべきとの要

請を受けた場合には、専任するように対処する。

－ 19 －
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⑦　取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びグループ会社の取締役及び使用

人から、報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制

ア．各監査等委員が必要に応じて取締役等に問題提起できるよう、監査等委員は、取締役会へ

の出席は勿論のこと、その他重要会議への出席権限を有す。

イ．当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、当社経営に重大な影響を及ぼす可能性のあ

る事項については、当該会議において監査等委員に報告する。また、緊急を要する場合は、

その都度監査等委員に報告する。また、監査等委員へ当該報告をしたことを理由とした不

利益な取扱いは一切行わないものとする。

ウ．監査等委員には、『稟議書』・『内部監査報告書』、その他重要書類が回付されるととも

に、監査等委員は必要に応じ、随時、取締役及び使用人に対して報告を求めることができ

る。

⑧　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査等委員の

職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生

ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

ア．監査等委員の過半数は社外取締役とし、監査の公正を確保する。

イ．監査等委員は、当社及びグループ会社の取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換

を行う。また、内部監査室とは適宜、内部監査の結果等について報告を求め、当社及びグ

ループ会社の監査の実効性を確保するものとする。

ウ．監査等委員の職務の執行に係る費用は会社が負担する。

⑨　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に

は、毅然とした態度で対応する。また、福岡県企業防衛対策協議会に参加し、地域一体となっ

た反社会的勢力排除に取り組んでいるほか、反社会的勢力との接触が生じた場合には、速やか

に警察当局及び顧問弁護士等に通報・相談できる体制を整えている。

－ 20 －
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社グループの全役職員に対して、『梅の花企業行動憲章』や社員の行動規範について周知徹

底を継続しているほか、教育担当者による入社時のオリエンテーションや定期的なコンプライア

ンス研修を実施しております。

①　取締役の職務執行

　社内規程を制定し、取締役が法令並びに定款に則って行動するよう徹底している。当事業年

度において取締役会を18回開催している。

②　監査等委員の職務執行

　監査等委員は、監査等委員会において定めた監査等委員会監査等基準に基づき策定した監査

方針・監査計画に従って監査を実施するとともに、子会社を含めた取締役及び執行役員、会計

監査人並びに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、

内部統制システムの整備並びに運用状況を確認している。

③　内部監査の実施

　内部監査室は監査計画に基づき、当社及びグループ会社の内部監査を実施している。

④　財務報告に係る内部統制

　財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき内部統制基本計画を策定し、当社及びグループ

会社の内部統制評価を実施している。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。ＲＯ

Ｅ（株主資本利益率）を向上させ、収益構造の構築に努め、財務体質の改善、配当性向並びに内

部留保の充実等を総合的に勘案して実施する方針であります。

　剰余金の配当回数は、期末配当の年１回とすることを基本方針としております。なお、当社は

「取締役会の決議により、毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を

定款に定めております。

　剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であ

ります。

（注）本事業報告は次により記載されております。

１. 百万円、千円単位の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨ててそれぞれ表示しております。

２. 記載比率は、小数第２位を四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年９月30日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

7,755,521

4,142,640

1,709,274

798,845

304,184

133,640

668,494

△1,558

22,881,963

18,289,922

9,603,816

704,274

7,310,552

28,847

642,430

536,877

384,231

152,645

4,055,163

1,561,940

25,525

324,799

111,668

1,882,380

152,909

△4,059

流 動 負 債 7,157,517

買 掛 金 677,102

短 期 借 入 金 1,300,000

１年内返済予定の長期借入金 2,722,530

未 払 金 1,378,964

未 払 法 人 税 等 59,242

賞 与 引 当 金 205,170

ポ イ ン ト 引 当 金 72,848

そ の 他 741,660

固 定 負 債 14,808,728

長 期 借 入 金 13,936,346

資 産 除 去 債 務 771,389

そ の 他 100,993

負 債 合 計 21,966,246

純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,320,954

資 本 金 5,082,945

資 本 剰 余 金 4,587,453

利 益 剰 余 金 △890,624

自 己 株 式 △458,819

その他の包括利益累計額 350,283

その他有価証券評価差額金 373,350

為 替 換 算 調 整 勘 定 △29,308

退職給付に係る調整累計額 6,242

純 資 産 合 計 8,671,238

資 産 合 計 30,637,484 負 債 純 資 産 合 計 30,637,484
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連 結 損 益 計 算 書
（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 32,647,711

売 上 原 価 11,041,599

売 上 総 利 益 21,606,112

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 21,215,411

営 業 利 益 390,700

営 業 外 収 益 67,842

受 取 利 息 及 び 配 当 金 19,198

受 取 手 数 料 5,954

受 取 補 償 金 12,614

雑 収 入 30,074

営 業 外 費 用 187,603

支 払 利 息 71,076

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 16,728

株 式 関 連 費 46,871

雑 損 失 52,925

経 常 利 益 270,940

特 別 利 益 23,475

固 定 資 産 売 却 益 23,475

特 別 損 失 172,014

固 定 資 産 除 売 却 損 46,385

減 損 損 失 72,998

和 解 金 52,630

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 122,401

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 29,990

法 人 税 等 調 整 額 81,575 111,566

当 期 純 利 益 10,834

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 10,834
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連結株主資本等変動計算書
（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4,123,177 3,459,117 △867,171 △1,436,639 5,278,484

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 959,767 959,767 1,919,534

剰 余 金 の 配 当 △34,287 △34,287

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

10,834 10,834

自 己 株 式 の 処 分 168,568 977,820 1,146,388

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

―

当 期 変 動 額 合 計 959,767 1,128,335 △23,453 977,820 3,042,469

当 期 末 残 高 5,082,945 4,587,453 △890,624 △458,819 8,320,954

（単位：千円）

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 222,632 △27,269 21,384 216,747 5,495,232

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,919,534

剰 余 金 の 配 当 △34,287

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

10,834

自 己 株 式 の 処 分 1,146,388

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

150,718 △2,039 △15,142 133,536 133,536

当 期 変 動 額 合 計 150,718 △2,039 △15,142 133,536 3,176,005

当 期 末 残 高 373,350 △29,308 6,242 350,283 8,671,238
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連結注記表

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　　　９社

連結子会社の名称

株式会社　梅の花サービス西日本

株式会社　梅の花サービス東日本

株式会社　梅の花ｐｌｕｓ

株式会社　古市庵

株式会社　丸平商店

ヤマグチ水産　株式会社

株式会社　グッドマークトレーディング

株式会社　すし半

ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ ＵＳＡ ＩＮＣ.

(2) 主要な非連結子会社の名称

ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ.,ＬＴＤ.

（連結の範囲から除いた理由）

　ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ.,ＬＴＤ.は、小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外して

おります。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数　　１社

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の名称

ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ.,ＬＴＤ.

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称

ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ Ｓ＆Ｐ ＣＯ.,ＬＴＤ.

（持分法を適用しない理由）

　ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ Ｓ＆Ｐ ＣＯ.,ＬＴＤ.は、小規模会社であり、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業
年度に係る計算書類を使用しております。

－ 25 －
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ ＵＳＡ ＩＮＣ．の決算日は６月30日であります。
連結計算書類の作成に当たって、ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ ＵＳＡ ＩＮＣ．については、決算日現
在の計算書類を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要
な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
①　時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

②　時価のないもの……………移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
①　商品、製品及び原材料………主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げ
の方法により算定）

②　貯蔵品…………………………先入先出法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げ
の方法により算定）

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備

を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設

備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

③　リース資産……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

④　長期前払費用…………………定額法
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(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金……………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

②　賞与引当金……………………従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しており

ます。

③　ポイント引当金………………ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの使用に備

えるため、当連結会計年度末において将来使用されると見込

まれる額を計上しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の損益処理方法

　　数理計算上の差異については、翌期に全額を一括して損益処理しております。

③　小規模企業等における簡便法の適用

　　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(6) のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。

(7) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理…………税抜方式によっております。

②　連結納税制度の適用…………連結納税制度を適用しております。
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Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建　物 699,964千円

機械装置 3,641千円

土　地 126,156千円

計 829,763千円

(2) 上記に対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 89,220千円

長期借入金 70,068千円

計 159,288千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 18,172,711千円

Ⅲ．連結損益計算書に関する注記

　　減損損失

　　当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所 減損損失（千円）

店舗
建物附属設備、厨房設備、

工具器具備品

関東地区 9,717

関西地区 63,281

合計 72,998

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 小の単位として、店舗は各店舗単位とし、

遊休資産はそれぞれ個別の物件ごとにグルーピングを行っております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている資産グループ、遊休状態にあり今後

の使用目処がたっていない資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物附属設備66,556千円、厨房設備

4,036千円、工具器具備品2,406千円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャ

ッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
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Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度末の株式数（株）

普 通 株 式 8,209,200

２．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

　平成29年12月21日開催の第38回定時株主総会において次のとおり決議しております。

①　配当金の総額 34,287千円

②　１株当たり配当額 5円

③　基準日 平成29年９月30日

④　効力発生日 平成29年12月22日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

　平成30年12月19日開催の第39回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

①　配当金の総額 40,037千円

②　１株当たり配当額 5円

③　基準日 平成30年９月30日

④　効力発生日 平成30年12月20日

Ⅴ．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金繰り計画に基づき、銀

行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

　営業債権である売掛金は、ほとんどの債権が１ヶ月以内の入金期日であります。また、敷金

及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであります。さらに、投資有価証券は、主に

業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半

期ごとに時価の把握を行っております。

　営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。

　借入金の主な使途は運転資金（短期）及び設備投資資金（長期）であります。一部の長期借

入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、昨今の金融市場の状況を踏まえ、借入期間内

の当該リスクは限定的なものと認識しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　平成30年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 4,142,640 4,142,640 ―

(2) 売掛金 1,709,274 1,709,274 ―

(3) 投資有価証券 1,529,978 1,529,978 ―

(4) 敷金及び保証金 1,882,380 1,804,675 △77,705

資　産　計 9,264,273 9,186,568 △77,705

(1) 買掛金 677,102 677,102 ―

(2) 短期借入金 1,300,000 1,300,000 ―

(3) 未払金 1,378,964 1,378,964 ―

(4) 長期借入金
（１年以内返済を含む）

16,658,876 16,583,606 △75,269

負　債　計 20,014,943 19,939,673 △75,269

（注）１.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

(4) 敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた

現在価値により算定しております。

負債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(4) 長期借入金（１年以内返済を含む）

長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定

される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利によるものは、短期間で市場

金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と

近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

－ 30 －
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（注）２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）

関 係 会 社 株 式 31,962

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(3) 投

資有価証券」には含めておりません。

Ⅵ．賃貸等不動産に関する注記

　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 1,082円89銭

２．１株当たり当期純利益 1円51銭
（注）銭未満の端数を四捨五入して表示しております。

Ⅷ．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

－ 31 －
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貸　借　対　照　表
（平成30年９月30日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

立 替 金

関 係 会 社 未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

厨 房 設 備

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

会 員 権

長 期 未 収 入 金

前 払 年 金 費 用

貸 倒 引 当 金

5,098,964

3,280,372

56,793

171,638

128,691

28,077

28,744

5,060

1,204,584

195,100

△100

24,265,776

8,524,206

3,293,832

265,594

607,473

15,141

0

101,188

4,230,047

128

10,800

120,709

105,242

15,466

15,620,860

1,486,378

4,842,521

1,037

8,888,663

56,327

319,935

1,586

486,295

225,996

△687,879

流 動 負 債 5,485,301

買 掛 金 669,127

短 期 借 入 金 1,300,000

１年内返済予定の長期借入金 2,553,648

未 払 金 654,133

未 払 法 人 税 等 48,891

未 払 費 用 47,468

前 受 金 41,468

預 り 金 13,820

賞 与 引 当 金 155,500

そ の 他 1,244

固 定 負 債 13,934,277

長 期 借 入 金 13,730,878

繰 延 税 金 負 債 53,087

資 産 除 去 債 務 115,877

そ の 他 34,433

負 債 合 計 19,419,579

純 資 産 の 部

株 主 資 本 9,581,297

資 本 金 5,082,945

資 本 剰 余 金 4,641,488

資 本 準 備 金 2,959,933

そ の 他 資 本 剰 余 金 1,681,554

利 益 剰 余 金 315,683

そ の 他 利 益 剰 余 金 315,683

別 途 積 立 金 220,000

繰 越 利 益 剰 余 金 95,683

自 己 株 式 △458,819

評 価 ・ 換 算 差 額 等 363,864

その他有価証券評価差額金 363,864

純 資 産 合 計 9,945,162

資 産 合 計 29,364,741 負 債 純 資 産 合 計 29,364,741

－ 32 －
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損　益　計　算　書
（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 12,584,738

売 上 原 価 11,169,329

売 上 総 利 益 1,415,408

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,495,956

営 業 損 失 80,547

営 業 外 収 益 206,466

受 取 利 息 及 び 配 当 金 175,831

受 取 手 数 料 5,496

受 取 補 償 金 12,614

雑 収 入 12,523

営 業 外 費 用 172,924

支 払 利 息 65,566

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 18,767

株 式 関 連 費 46,871

雑 損 失 41,717

経 常 損 失 47,005

特 別 利 益 5,553

固 定 資 産 売 却 益 5,553

特 別 損 失 39,291

固 定 資 産 除 売 却 損 3,977

減 損 損 失 35,314

税 引 前 当 期 純 損 失 80,743

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △3,109

法 人 税 等 調 整 額 89,791 86,681

当 期 純 損 失 167,424

－ 33 －
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株主資本等変動計算書
（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
資本準備金

その他資
本剰余金

資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 4,123,177 2,000,166 1,512,986 3,513,152 220,000 297,396 517,396 △1,436,639 6,717,087

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 959,767 959,767 959,767 1,919,534

剰余金の配当 △34,287 △34,287 △34,287

当期純損失(△) △167,424 △167,424 △167,424

自己株式の処分 168,568 168,568 977,820 1,146,388

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

―

当期変動額合計 959,767 959,767 168,568 1,128,335 － △201,712 △201,712 977,820 2,864,210

当 期 末 残 高 5,082,945 2,959,933 1,681,554 4,641,488 220,000 95,683 315,683 △458,819 9,581,297

（単位：千円）

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 213,718 213,718 6,930,806

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,919,534

剰余金の配当 △34,287

当期純損失(△) △167,424

自己株式の処分 1,146,388

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

150,145 150,145 150,145

当期変動額合計 150,145 150,145 3,014,356

当 期 末 残 高 363,864 363,864 9,945,162

－ 34 －
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

②　その他有価証券

ア．時価のあるもの………………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

イ．時価のないもの………………移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①　商品、製品及び原材料…………移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）

②　貯蔵品……………………………先入先出法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備

を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設

備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

③　リース資産………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

④　長期前払費用……………………定額法

－ 35 －
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(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

②　賞与引当金………………………従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しており

ます。

③　退職給付引当金…………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上しております。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年

度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基

準によっております。

　数理計算上の差異については、翌期に全額を一括して損益

処理しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理……………税抜方式によっております。

②　連結納税制度の適用……………連結納税制度を適用しております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建　物 258,387千円

機械及び装置 3,641千円

土　地 126,156千円

計 388,185千円

②　上記に対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 4,548千円

長期借入金 5,540千円

計 10,088千円

　また、担保に供している資産の建物には、上記に対応する債務のほか、子会社の金融機関借

入（38,720千円）に対する担保資産が含まれております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,241,330千円

－ 36 －
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(3) 貸借対照表に別掲されているものを除く関係会社に対する金銭債権債務

長期金銭債権 486,295千円

短期金銭債務 20,249千円

(4) 保証債務

　関係会社の金融機関からの借入金に対し債務保証を行っております。

株式会社　梅の花サービス西日本 272,080千円

株式会社　古市庵 7,050千円

株式会社　梅の花ｐｌｕｓ 47,610千円

計 326,740千円

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 11,934,756千円

仕入高 156,014千円

販売費及び一般管理費 △1,551,198千円

営業取引以外の取引高 229,408千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 201,677株

－ 37 －
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５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

　繰越欠損金 32,925千円

　貸倒引当金 208,878千円

　関係会社株式評価損 106,199千円

　賞与引当金 49,070千円

　減損損失 46,229千円

　資産除去債務 34,919千円

　その他 27,441千円

繰延税金資産小計 505,664千円

評価性引当額 △249,822千円

繰延税金資産合計 255,841千円

（繰延税金負債）

　出向者負担金 38,040千円

　資産除去債務に対応する除去費用 18,415千円

　その他有価証券評価差額金 155,625千円

　その他 68,103千円

繰延税金負債合計 280,184千円

繰延税金資産（負債）の純額 △24,343千円

６．関連当事者との取引に関する注記
(1) 役員及び個人主要株主等

属 性 会社等の名称 所在地

資本金
または
出資金
(千円)

事業の内容
または職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
(千円)
(注３)

科 目
期末残高
(千円)
(注４)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役 員 及
び そ の
近 親 者
が 議 決
権 の 過
半 数 を
所 有 し
て い る
会社(当
該 会 社
等 の 子
会 社 を
含む)

株式会社
松華堂
(注１)

佐賀県
西松浦
郡

20,000
業務用食
器販売

なし なし
食器の
仕入

食 器 の
仕 入
(注２)

36,856 未払金 3,928

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．当社代表取締役会長兼ＣＥＯ梅野重俊が議決権の71％を直接所有しております。

２. 仕入については、取引条件は他の取引先と同等の条件であります。
３．取引金額には、消費税等は含まれておりません。
４. 期末残高には、消費税等を含んでおります。

－ 38 －
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(2) 子会社等

属 性 会社等の名称 所在地
資本金
(千円)

事業の内容
または職業

議決権等の
所 有 割 合

関 係 内 容
取 引 の
内 容

取引金額
(千円)
(注６)

科 目
期末残高
(千円)
(注７)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

株式会社
梅の花
サービス
西日本

福岡県
久留米
市

10,000 外食事業
所有直接
100％

兼任
２人

資金の援助
食材の供給
土地の賃貸

資金の貸付
(注３)

138,454
関係会社長
期貸付金

3,351,791

利息の受取
(注３)

63,470

関係会社未
収入金

349,293

食材、製品
の販売
(注1、2)

2,891,675

店舗用地
の賃貸
(注２)

131,634

ロイヤリテ
ィ等収入
(注２)

420,261

設備の賃貸
(注４)

45,264

社員出向
(注２)

944,972

食材、製品
の仕入
(注５)

3,896

債務保証
(注10)

272,080 ― ―

増資の引
受
(注11)

850,000 ― ―

株式会社
梅の花
サービス
東日本

福岡県
久留米
市

10,000 外食事業
所有直接
100％

兼任
１人

資金の援助
食材の供給
土地の賃貸

資金の回収
(注３)

335,205
関係会社長
期貸付金

2,864,031

利息の受取
(注３)

63,184

関係会社未
収入金

191,013

食材、製品
の販売
(注1、2)

1,813,230

店舗用地
の賃貸
(注２)

118,521

ロイヤリテ
ィ等収入
(注２)

274,138

設備の賃貸
(注４)

17,220

社員出向
(注２)

426,527
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属 性 会社等の名称 所在地
資本金
(千円)

事業の内容
または職業

議決権等の
所 有 割 合

関 係 内 容
取 引 の
内 容

取引金額
(千円)
(注６)

科 目
期末残高
(千円)
(注７)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

株式会社
梅の花
ｐｌｕｓ

福岡県
久留米
市

3,000
テイクアウ
ト事業

所有直接
100％

兼任
１人

資金の援助
食材の供給

資金の回収
(注３)

274,781
関係会社長
期貸付金

372,640

利息の受取
(注３)

4,208

関係会社未
収入金

228,319

食材、製品
の販売
(注1、2)

1,624,375

店舗用地
の賃貸
(注２)

4,692

ロイヤリテ
ィ等収入
(注２)

168,074

設備の賃貸
(注４)

6,732

社員出向
(注２)

266,992

債務保証
(注10)

47,610 ― ―

増資の引
受
(注11)

70,000 ― ―

株式会社
古市庵

福岡県
久留米
市

10,000
テイクアウ
ト事業

所有直接
100％

兼任
１人

資金の援助
食材の供給

資金の回収
(注３)

744,853
関係会社長
期貸付金

383,739

利息の受取
(注３)

15,818

関係会社未
収入金

324,816

食材、製品
の販売
(注1、2)

3,401,502

ロイヤリテ
ィ等収入
(注２)

353,730

社員出向
(注２)

173,989

工場等用
地の賃借
(注２)

32,424

債務保証
(注10)

7,050 ― ―
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属 性 会社等の名称 所在地
資本金
(千円)

事業の内容
または職業

議決権等の
所 有 割 合

関 係 内 容
取 引 の
内 容

取引金額
(千円)
(注６)

科 目
期末残高
(千円)
(注７)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

株式会社
丸平商店

山口県
山口市

10,000

水産加
工品製
造販売
業

所有直接
100％

兼任
２人

資金の援助
食材の仕入

資金の回収
(注３)

210,302
関係会社長
期貸付金

1,099,294

利息の受取
(注３)

10,476
関係会社未
収入金

10,032食材、製品
の仕入
(注５)

28,568

ヤマグチ
水産株式
会社

山口県
山口市

10,000

水産加
工品製
造販売
業

所有直接
100％

兼任
２人

資金の援助

資金の貸付
(注３)

63,959
関係会社長
期貸付金

63,959

増資の引
受
(注11)

42,000 ― ―

株式会社
グッドマ
ークトレ
ーディン
グ

福岡県
久留米
市

10,500
水産加
工品販
売業

所有直接
100％

兼任
１人

資金の援助

資金の回収
(注３)

152,283
関係会社長
期貸付金

102,260

利息の受取
(注３)

2,036 ― ―

株式会社
すし半

福岡県
久留米
市

1,000 外食事業
所有直接
100％

兼任
２人

資金の援助
食材の供給

資金の貸付
(注３)

330,253
関係会社長
期貸付金

417,541

利息の受取
(注３)

705
関係会社未
収入金

33,989食材、製品
の販売
(注1、2)

603,497

UMENOHANA
USA INC.

米国カリ
フォルニ
ア州

2,952
千USドル

外食事業
所有直接
100％

兼任
２人

資金の立替 費用の立替 ―
長期未収入金
(注８)

476,679

UMENOHANA 
(THAILAND)
CO.,LTD.

タイ国
バンコ
ク市

4,300
千バーツ

輸出入事
業

所有直接
49％

兼任
４人

資金の援助
食材の供給

資金の貸付
(注３)

―
関係会社長
期貸付金
(注９)

221,893

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．製品の販売については、当社の原価により算出した価格により、定期的に交渉のうえ決定しておりま

す。

２．食材の販売、ロイヤリティ等収入、用地の賃貸借料、社員出向については、親子間取引に伴う覚書に

基づいて金額を決定しております。

なお、ロイヤリティ等収入には、ロイヤリティ収入、事務手数料等が含まれております。
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３．資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

なお、担保の受入はありません。

４．設備の賃貸借料については、減価償却費を基に決定しております。

５．食材、製品の仕入については、各子会社の原価により算出した価格により、定期的に交渉のうえ決定

しております。

６．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

７．期末残高には、消費税等を含んでおります。

８．UMENOHANA USA INC.の長期未収入金全額について、貸倒引当金を計上しております。

９．UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.の長期貸付金について、貸倒引当金207,879千円を計上しております。

なお、当事業年度において、18,767千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

10．銀行借入につき、債務保証を行っております。

11．増資の引受は、子会社が行った増資を引き受けたものであります。

７．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 1,241円98銭
(2) １株当たり当期純損失 23円40銭

（注）銭未満の端数を四捨五入して表示しております。

８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

（注）連結計算書類・計算書類の千円単位の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年11月14日

株式会社　梅　の　花

取　締　役　会　御　中

有限責任監査法人トーマツ

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 甲 斐 祐 二 

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 宮 本 芳 樹 

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社梅の花の平成２９年１０月１日か
ら平成３０年９月３０日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書
類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、株式会社梅の花及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年11月14日

株式会社　梅　の　花

取　締　役　会　御　中

有限責任監査法人トーマツ

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 甲 斐 祐 二 

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 宮 本 芳 樹 

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社梅の花の平成２９年１０月
１日から平成３０年９月３０日までの第３９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属
明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監
査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明
細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効
性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第39期事業年度における取締役の

職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等

からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも

に、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」等に準拠した当期の監査方針、職務の分担等

に従い、会社の内部監査室及び内部統制部門と連携の上、重要な会議等における意思決定の過程

及び内容、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役及び使用人等の

職務執行の状況、並びに会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、

子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと

もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規

則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議

会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。
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２．監査の結果

(1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は

認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年11月16日

株式会社　梅　の　花　監査等委員会

監 査 等 委 員 ( 常 勤 ) 山 本 　 治 

監 査 等 委 員 ( 社 外 ) 森 　 忠 嗣 

監 査 等 委 員 ( 社 外 ) 荒 木 　 勝 

監 査 等 委 員 ( 社 外 ) 藤 本 宏 文 

以　上

－ 46 －

監査等委員会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　期末配当に関する事項
　当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の経営環境を勘案いたし
まして、以下のとおりといたしたいと存じます。
①　配当財産の種類
　金銭といたします。

②　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金５円とさせていただきたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は40,037,615円です。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　平成30年12月20日

第２号議案　定款の一部変更の件
１．変更の理由
　当社は、年末の12月が繁忙期となるため、全従業員がお客様第一を念頭におき営業に専念するこ
とやセントラルキッチンでの製品製造に携わることを目的として、決算期を変更するものでありま
す。決算期の変更に伴い、現行定款第12条（株主総会の招集）及び第13条（定時株主総会の基準日）
並びに第31条（事業年度）、第32条（剰余金の配当）及び第33条（中間配当）につき、所要の変更
を行い、経過的措置として附則第１条、第２条及び第３条を新設するものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は以下のとおりであります。
　なお、本定款変更は本総会終結の時をもって効力が発生するものとします。

（下線は変更部分）

現　　行　　定　　款 変　　　　更　　　　案

第１章　　総　則

第１条～第５条　（条文省略）

第２章　　株　式

第６条～第11条　（条文省略）

第３章　　株主総会

第１章　　総　則

第１条～第５条　（現行どおり）

第２章　　株　式

第６条～第11条　（現行どおり）

第３章　株主総会

（株主総会の招集）

第12条　当会社の定時株主総会は、毎年12月

にこれを招集し、臨時株主総会は、

必要あるときに随時これを招集す

る。

（株主総会の招集）

第12条　当会社の定時株主総会は、毎年７月

にこれを招集し、臨時株主総会は、

必要あるときに随時これを招集す

る。

－ 47 －

剰余金処分議案、定款の一部変更議案
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現　　行　　定　　款 変　　　　更　　　　案

（定時株主総会の基準日）

第13条　当会社は、毎年９月30日の 終の株

主名簿に記載または記録された議決

権を有する株主をもって、その事業

年度に関する定時株主総会におい

て、権利を行使することができる株

主とする。

第14条～第17条　（条文省略）

第４章　取締役及び取締役会並びに

監査等委員会

第18条～第30条　（条文省略）

（定時株主総会の基準日）

第13条　当会社は、毎年４月30日の 終の株

主名簿に記載または記録された議決

権を有する株主をもって、その事業

年度に関する定時株主総会におい

て、権利を行使することができる株

主とする。

第14条～第17条　（現行どおり）

第４章　取締役及び取締役会並びに

監査等委員会

第18条～第30条　（現行どおり）

第５章　計　算

（事業年度）

第31条　当会社の事業年度は、毎年10月１日

から翌年９月30日までとする。

（剰余金の配当）

第32条　当会社の期末配当の基準日は、毎年

９月30日とする。

２　　　　　（条文省略）

第５章　計　算

（事業年度）

第31条　当会社の事業年度は、毎年５月１日

から翌年４月30日までとする。

（剰余金の配当）

第32条　当会社の期末配当の基準日は、毎年

４月30日とする。

２　　　　　（現行どおり）

（中間配当）

第33条　当会社は、取締役会の決議により、

毎年３月31日を基準日として、中間

配当を行うことができる。

第34条　　　　　（条文省略）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（中間配当）

第33条　当会社は、取締役会の決議により、

毎年10月31日を基準日として、中間

配当を行うことができる。

第34条　　　　　（現行どおり）

附則

第１条　第31条（事業年度）の規定にかかわ

らず、平成30年10月１日から始まる

第40期事業年度は、平成31年４月30

日までの７か月間とする。

第２条　第33条（中間配当）の規定にかかわ

らず、第40期事業年度の中間配当の

基準日は平成31年３月31日とする。

第３条　本附則は、第40期事業年度経過後

は、これを削除する。

－ 48 －

定款の一部変更議案
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第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名は、本総会終結の時をもって任期満了と
なります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いしたい
と存じます。
　監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況及び業績等評価した上で、
取締役候補者として適任であると判断しております。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

氏　　　名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する

当社の株式数
(株)

１

うめ

梅
 

　
の

野
 

　
しげ

重
 

　
とし

俊

(昭和26年１月１日生)

昭和44年４月 福岡日産自動車株式会社入社

469,200

昭和45年４月 久米家入社

昭和51年７月 かにしげ創業

昭和54年10月 かにしげ有限会社設立取締役就任

昭和55年12月 同社代表取締役社長就任

平成２年１月 株式会社ウメコーポレーション

(現株式会社梅の花)設立

代表取締役社長就任

平成13年10月 UMENOHANA USA INC. CEO就任（現任）

平成15年９月 UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.

CEO就任

平成27年12月 当社代表取締役会長兼社長就任

平成30年９月 当社代表取締役会長兼CEO就任（現任）

２

ほん

本
 

　
だ

多
 

　
ゆう

裕
 

　
じ

二

(昭和27年８月１日生)

昭和56年９月 三角石油ガス株式会社入社

(現株式会社Misumi)

400

平成７年６月 同社取締役経営計画室長兼財務部長就任

平成13年10月 当社入社

平成13年12月 当社専務取締役就任

平成17年10月 有限会社梅の花plus(現株式会社梅の花

plus)代表取締役就任

平成27年12月 当社取締役専務執行役就任

平成30年９月 当社代表取締役社長兼COO就任（現任）

UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.

CEO就任（現任）

株式会社梅の花plus取締役就任（現任）

－ 49 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案
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候補者
番号

氏　　　名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する

当社の株式数
(株)

３

うめ

梅
 

　
の

野
 

　
く

久
み

美
え

恵

(昭和29年４月23日生)

昭和48年４月 東海染工株式会社入社

377,600

昭和51年７月 かにしげ創業

昭和54年10月 かにしげ有限会社設立代表取締役社長就任

昭和55年12月 同社取締役就任

平成２年１月 株式会社ウメコーポレーション

(現株式会社梅の花)設立取締役就任

平成６年11月 当社専務取締役就任

平成27年12月 当社取締役相談役就任（現任）

４

うえ

上
 

　
むら

村
 

　
まさ

正
 

　
ゆき

幸

(昭和39年１月22日生)

昭和61年４月 学校法人久留米電子ビジネス専門学校勤務

600

平成９年３月 当社入社

平成16年12月 当社取締役経理部長兼海外事業部長就任

平成27年12月 当社取締役執行役管理本部長就任（現任）

平成29年４月 株式会社すし半代表取締役就任

平成29年10月 株式会社すし半代表取締役COO就任（現任）

平成30年９月 株式会社梅の花サービス西日本

取締役就任（現任）

平成30年10月 株式会社丸平商店取締役就任（現任）

５

むら

村
 

　
やま

山
 

　
よし

芳
 

　
かつ

勝

(昭和35年11月22日生)

昭和58年10月 株式会社ミドリ電化入社

1,000

平成８年７月 当社入社

平成18年12月 当社取締役人事総務部長就任

平成24年12月 当社取締役常務執行役員就任

平成27年８月 当社取締役購買部長就任

平成27年12月 当社取締役執行役購買部長就任（現任）

平成29年６月 株式会社丸平商店取締役就任

ヤマグチ水産株式会社取締役就任

平成30年９月 株式会社丸平商店

代表取締役COO就任（現任）

ヤマグチ水産株式会社

代表取締役COO就任（現任）

株式会社梅の花サービス東日本

取締役就任（現任）

－ 50 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案
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候補者
番号

氏　　　名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する

当社の株式数
(株)

６

おに

鬼
 

　
づか

塚
 

　
たか

崇
 

　
ひろ

裕

(昭和40年８月８日生)

 平成元年４月 株式会社阪神百貨店入社

－

 平成19年10月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

経営統合推進室部長

 平成22年４月 同社経営企画室予算計画部長

 平成23年10月 株式会社家族亭

執行役員経営企画室IR・広報部長

 平成25年１月 当社経営計画室部長

 平成27年12月 当社取締役執行役経営計画室長就任（現任)

 平成29年６月 株式会社丸平商店取締役就任（現任）

ヤマグチ水産株式会社取締役就任（現任）

 平成29年10月 株式会社古市庵代表取締役COO就任（現任）

 平成30年９月 株式会社梅の花サービス西日本

取締役就任（現任）

株式会社すし半取締役就任（現任）

　 (注)　各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以　上

－ 51 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案
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株主総会会場ご案内図

会場：ホテルニュープラザ久留米　３階　筑紫の間

〒830-0031　福岡県久留米市六ツ門町16－１

TEL：0942－33－0010

●西鉄久留米駅より徒歩７分

●駐車場200台完備

●久留米大学病院

小森野橋

至博多 至福岡
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3209
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